
高崎河川国道事務所では、烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会の取組
として、毎年、国管理河川における洪水に対してリスクの高い区間（重要水防箇所等）について、
河川管理者と水防活動に関わる関係者が共同して、堤防等の点検を実施し、的確な水防活動
の推進を図っています。

本年度も引き続き、的確な水防活動の推進を図るため、洪水に対するリスクの高い区
間（重要水防箇所等）について、下記のとおり「共同点検」を実施します。

記

■日 時： 令和４年７月１３日（ 水 ） １３：３０ ～ １５：００頃
【１３時 １５分集合】

（ 予備日 ： 令和４年７月１４日（ 木 ） １３：３０ ～ １５：００頃 ）

■場 所： 烏川右岸０．４Ｋ付近（埼玉県児玉郡上里町八町河原地先）

■参加予定者： 沿川自治体、地域水防関係者及び河川管理者（国・県）

■実施予定内容： ①過去の洪水実績の確認

②重要水防箇所と想定される水防活動の確認

③災害時情報の入手方法の確認

■そ の 他 ： 小雨決行（荒天の場合は翌１４日（木）同時刻に延期します）
点検実施の可否については、下記問い合わせ先へお願いします。

■取材について： 当日の共同点検は、取材可能です。
１３時１５分より集合場所にて受付を行います。
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止対策として、マスクの着用と各自検温を
行ったうえで、37.5度以上の発熱のある方や咳の出る方は参加
をご遠慮下さい。

烏川の「共同点検」を実施します

刀水クラブ ・ テレビ記者会、 高崎記者クラブ 、竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会

発表記者クラブ

国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

副 所 長 土屋 秋男 （つちや あきお） 電話：027-345-6000（代表）

河川管理課長 松本 豪史 （まつもと たけし） 電話：027-345-6041（直通）

問い合わせ先

令 和 ４ 年 7 月 ６ 日 （ 水 ）
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
高 崎 河 川 国 道 事 務 所

記 者 発 表 資 料



令和４年度「烏川共同点検」 実施概要

烏川における洪水に対する重要水防箇所等のリスクが高い区間について、関係機関と共同
して点検を行い、水防活動における情報共有を図ります。

１. 日 時： 令和４年７月１３日（ 水 ） １３：３０ ～ １５：００頃
（１３時１５分集合）

２. 場 所： 烏川右岸０．４Ｋ付近（埼玉県児玉郡上里町八町河原地先）

３. 参加予定者：沿川自治体、地域水防関係者及び河川管理者（国・県）

４. 実施予定内容：①過去の洪水実績の確認

②重要水防箇所と想定される水防活動の確認

③災害時情報の入手方法の確認

５．そ の 他 ：小雨決行です。荒天時は翌日の同時刻に延期致します。

昨年度実施状況（令和３年６月２５日）

烏川重要水防箇所等共同点検実施箇所

拡大図

烏川

上里町八町河原堤外地
令和４年７月１３日（水）

《集合１３時１５分》

集合場所（駐車場）

利根川

②重要水防箇所と水防活動確認
③災害時情報の入手方法確認

集合場所
（駐車場）

①過去の洪水実績確認

駐車場経路
（境野養鶏上里農場脇を進み堤外地に駐車）



「共同点検」と「水防災意識社会再構築ビジョン」 【別紙】
共同点検 水防災意識社会再構築ビジョン

共
同
点
検

平成27年9月の関東・東北豪雨に
よる浸水被害の発生を受け、国土交
通省では「避難を促す緊急行動」を
実施する旨を発表。
これを受け、平成27年11月に行っ
た高崎、玉村における共同点検を皮
切りに、以降は減災対策協議会の取
組として、毎年出水期前を目途に、
国管理河川における洪水に対してリ
スクの高い区間（重要水防箇所等）
について、河川管理者と水防活動に
関わる関係者（水防活動に係る建設
業者を含む）が共同して点検を実施
し、的確な水防活動の推進を図って
いる。

継続して
実施

平成28年5月 烏・神流川流域大規模
氾濫に関する減災対策協議会設立

平成27年9月
関東・東北豪雨

取組
洪水氾濫による被害の軽減及び避難時
間の確保のための水防活動等の取組

目標
「逃げ遅れゼロ」
「社会経済被害の最小化」

自治体、地域住民、水防団等と
洪水に対してリスクが高い区間
（重要水防箇所等）の共同点検
を実施

平成27年12月
水防災意識社会再構築ビジョン策定

平成27年9月関東・東北豪雨災害を受け、
「施設の能力には限界があり、施設では防
ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へ
と意識を変革し、社会全体で洪水に備える
必要があるとして「水防災意識社会再構築
ビジョン」が策定された。
これを受け、烏・神流川流域においては、
「水防災意識社会」の再構築に向けた取組
として、地域住民の安全・安心を担う沿川
の２市３町（高崎市、藤岡市、玉村町、神
川町、上里町）、群馬県、埼玉県、独立行
政法人水資源機構、気象庁、関東地方整備
局で構成される「烏・神流川流域大規模氾
濫に関する減災対策協議会」を設立。減災
のための目標を共有し、ハード・ソフト対
策を一体的・計画的に推進することとした。
その取組メニューの1つとして「自治体、
地域住民、水防団等と洪水に対してリスク
が高い区間（重要水防箇所等）の共同点検
を実施」を位置付けている。

平成27年9月
関東・東北豪雨

令和元年7月10日

令和2年7月16日

令和3年6月25日


